
規 則

告 示

�愛媛県規則第４９号
医療法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法施行細則の一部を改正する規則

医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）の一部を次

のように改正する。

第３条の表１５の項左欄の欄中「の規定による同法第５６条」

を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第９８７号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成１６年法律第１１２号）第２条第２項の規定により、

指定地方公共機関を次のとおり指定した。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 四国瓦斯株式会社

� 伊予鉄道株式会社

� 社団法人愛媛県バス協会

� 社団法人愛媛県トラック協会

� 石崎汽船株式会社

� 社団法人愛媛県医師会

� 社団法人愛媛県歯科医師会

� 社団法人愛媛県薬剤師会

	 社団法人愛媛看護協会

�������
�愛媛県告示第９８８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院でなくなった。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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部病院 伊予郡砥部町麻生４０番地１ 医療法人誠志会

毎週（火・金）曜日発行 第１６５４号 平成１７年５月２日
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�愛媛県告示第９９２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１７年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９９３号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備事業

・樋口地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

�愛媛県告示第９８９号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９０号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９１号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３７条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり貸金業者の登録を取

り消した。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２４１４１ 社会福祉法人来島会 今治市登畑甲３４５番
地１ 越 智 一 博 知的障害者地

域生活援助
フレンドシップホー
ム�

今治市宮ケ崎１７１３－
７

平成１７年
５月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２３１４３ 社会福祉法人野村町社会福祉協会
西予市野村町野村８
号４６７番地 池 田 忠 幸 知的障害者地

域生活援助
グループホーム「あ
さかぜ」

西予市野村町野村１２
号３４９番地

平成１７年
４月１日

商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所等の所在地 登 録 番 号 登 録 年 月 日 取 消 年 月 日

合資会社雅企画 無限責任社員
白鞘 雅子 今治市波止浜１１番地１６６ 愛媛県知事（１）第０２１４５号 平成１６年２月２５日 平成１７年４月１８日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

古川南地区の一
部
古川北及び古川
町地区
和泉南地区
西石井地区
居相地区

平成１８年３月３１日まで

〃
〃
〃
〃

地籍調査

〃
〃
〃
〃

宇 和 島 市

大字坂下津の一
部
大字本九島の一
部
大字百之浦の一
部

平成１８年３月３１日まで

〃

〃

地籍調査

〃

〃

八 幡 浜 市 日土町の一部
日土町の一部

平成１８年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

新 居 浜 市
竹ヶ市の一部、
大本
大野、竹ヶ市の
一部

平成１８年３月３１日まで

〃

地籍調査

〃

西 条 市
下島山の一部
飯岡の一部
飯岡、下島山の
一部

平成１８年３月３１日まで
〃

〃

地籍調査
〃
〃

大 洲 市

恋木の一部
喜多山の一部
長浜町黒田の一
部
長浜町沖浦の一
部
河辺町河都
河辺町北平の一
部
河辺町植松の一
部、橡谷

平成１８年３月３１日まで
〃

〃

〃
〃

〃

〃

地籍調査
〃

〃

〃
数値情報化

〃

〃

四国中央市

川之江町の一部
三島宮川の一部
新宮町新瀬川の
一部
土居の一部
小富士の一部

平成１８年３月３１日まで
〃

〃
〃
〃

地籍調査
〃

〃
〃

数値情報化

東 温 市

山之内の一部
則の内の一部
河之内の一部
松瀬川の一部
松瀬川の一部

平成１８年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化

松 前 町 大字永田
大字大溝の一部

平成１８年３月３１日まで
〃

地籍調査
〃

津 島 町 岩松の一部
大字近家の一部

平成１８年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ほ場整備事業・樋口地区）計画書

の写し

� 東温市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年５月６日から６月２日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第９９５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西予市三瓶町周木字池ノ浦８番耕地３７２の６、８番耕地

３７２の７、８番耕地３７２の８、字長谷８番耕地３７５の４、

字ツバイ網代８番耕地４１４の１、８番耕地４１５の５、字荒

網代８番耕地４１７の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第９９６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第１３条ノ２第１項

の規定に基づき、次のように埋立地の用途の変更を許可した

。

平成１７年５月２日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

松山市大可賀３丁目５２５番４及び１４５５番に接する大

可賀防潮堤、大可賀１号護岸及び大可賀３号護岸の地

先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地
点を結ぶ平成７年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．５３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により囲

まれた区域

基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港

四等三角点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度

４１分３９秒１２７の地点

�点は、基点から真北２２度３６分４４秒１，４７２．１１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒５０．３１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２度０１分０９秒４７．００メートル
の地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒１７０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２１２度０１分０９秒３０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒２６０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２１２度０１分０９秒１７．００メート
ルの地点

	点は、�点から真北３０２度０１分０９秒２１．８８メート
ルの地点


点は、	点から真北９度１３分０９秒２１７．３３メートル
の地点

�点は、
点から真北２７９度１３分０９秒１．６５メートル

�愛媛県告示第９９４号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項本文の規定による平成１７年度定期種畜検査の期日、時間及び場所は

次のとおりである。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 月 日 検 査 時 間 検 査 場 所

５月２５日 ９時３０分から１１時３０分まで 西予市野村町阿下７号１５６番地 愛媛県畜産試験場

１３時３０分から１４時３０分まで 西予市宇和町山田１３００番地

５月２６日 １０時から１１時まで 松山市八反地４９８番地 愛媛大学農学部付属農場

５月２７日 ９時３０分から１０時３０分まで 新居浜市大生院戸屋の鼻１９６０番地

１１時から１２時まで 西条市玉津下島山甲５６０番地

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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の地点

�点は、�点から真北９度１３分０９秒１９３．７５メートル
の地点

�点は、�点から真北９９度１３分０９秒１．００メートルの
地点

�点は、�点から真北８７度１３分３９秒４７８．５８メートル
の地点

ウ 面積

２６０，２５２．７０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

松山市大可賀３丁目５２５番４、５２５番７、５２５番６

、８３０番６、８３０番３、８３０番１２、８３０番４、８３０番

７、８３０番１４、８３０番１０、５２５番１０、５２５番１１、５２５

番２、５２５番５、５４６番及び１４５５番の地内並びに同市

大可賀３丁目５２５番４及び１４５５番に接する大可賀防潮

堤、大可賀１号護岸及び大可賀３号護岸の地先公有水

面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地
点とを結んだ線により囲まれた区域

基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港

四等三角点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度

４１分３９秒１２７の地点

�点は、基点から真北２４度３１分５５秒１，４２８．４９メート
ルの地点

�点は、�点から真北３０２度０１分０９秒５８３．４５メート
ルの地点

�点は、�点から真北９度１３分０９秒２３６．８８メートル
の地点

	点は、�点から真北２７９度１３分０９秒２３０．００メート
ルの地点


点は、	点から真北９度１３分０９秒５０４．８６メートル
の地点

�点は、
点から真北８７度１３分３９秒６８４．５７メートル
の地点

�点は、�点から真北１７６度５２分３２秒４３３．９８メート
ルの地点

点は、�点から真北１０４度４６分４８秒２８．５０メート
ルの地点

�点は、点から真北１９８度０８分１１秒６２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北９０度０１分０７秒２６．８９メートル
の地点

�点は、�点から真北１８９度３２分１６秒５３１．８４メート
ルの地点

�点は、�点から真北１１６度５８分３３秒２１１．２４メート
ルの地点

�点は、�点から真北１４７度２６分３４秒８３．９６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１８７度４６分５７秒８０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８６度２２分５３秒３９．３７メート

ルの地点

�点は、�点から真北５度５８分５６秒５６．００メートル
の地点

�点は、�点から真北３２１度３４分４８秒８４．７３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２９０度１５分４２秒１８５．０５メート
ルの地点

ウ 面積

６５３，３８６．３８平方メートル

３ 埋立地の用途

� 変更前

ふ頭用地 約１１．３ヘクタール

保管施設用地 約９．６ヘクタール

危険物取扱施設用地 約１．１ヘクタール

緑地 約１．７ヘクタール

道路用地 約２．２ヘクタール

合 計 約２５．９ヘクタール

� 変更後

ふ頭用地 約１１．３ヘクタール

保管施設用地 約９．０ヘクタール

危険物取扱施設用地 約１．７ヘクタール

緑地 約１．７ヘクタール

道路用地 約２．２ヘクタール

合 計 約２５．９ヘクタール

４ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年３月１４日 愛媛県指令７港第４９２号

５ 埋立地の用途の変更許可年月日

平成１７年４月２０日

�������
�愛媛県告示第９９７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基準測量）

２ 作業期間 平成１７年５月９日から

平成１８年３月２４日まで

３ 作業地域 新居浜市

東温市

北宇和郡 津島町

�������
�愛媛県告示第９９８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（一等磁気測量）

２ 作業期間 平成１７年８月２２日から

平成１７年９月１６日まで

３ 作業地域 四国中央市

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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�愛媛県告示第９９９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終

了した旨の通知があった。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子基準点測量）

２ 作業期間 平成１６年１１月１日から

平成１７年３月３１日まで

３ 作業地域 上浮穴郡久万高原町

南宇和郡愛南町網代、魚神山、油袋、家串

、平碆、須ノ川、柏及び柏崎

�愛媛県告示第１０００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上怒和元怒和線
松山市上怒和乙６７８番８から

同市元怒和乙２５０番１８まで

旧 １４．４～１７．４ ０．０８４

新 １４．４～３５．２ ０．０８４

〃 〃
松山市元怒和乙２５０番１３から

同市元怒和乙２４３番５まで

旧 １３．６～２４．０ ０．１６３

新 １５．６～２９．２ ０．１６３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上怒和元怒和線
松山市上怒和乙６７８番８から

同市元怒和乙２５０番１８まで
平成１７年５月２日

〃 〃
松山市元怒和乙２５０番１３から

同市元怒和乙２４３番５まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市船ヶ谷町２３７番４から

同市船ヶ谷町２３８番９まで

旧 ５．２～６．８ ０．０２１

新 ６．４～７．０ ０．０２１

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市船ヶ谷町２３７番４から

同市船ヶ谷町２３８番９まで
平成１７年５月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
伊予郡砥部町満穂４２番１地先から

同町満穂４２番まで

旧 ３．９～２７．０ ０．０９９

新 ７．２～２１．０ ０．０９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠久万線
伊予郡砥部町満穂４２番１地先から

同町満穂４２番まで
平成１７年５月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地３０６番１から

同市谷５番耕地３２１番３まで

旧 ５．０～８．０ ０．１１０

新 １６．０～２９．０ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地３０６番１から

同市谷５番耕地３２１番３まで
平成１７年５月２日

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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�愛媛県告示第１００８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市藤縄字河向甲７４６番２から

同字甲１４３３番２まで

旧 ３．９～１５．６ ０．０７３

新 ７．５～２０．８ ０．０７３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市野佐来１３５番８から

同市野佐来２２９番５まで

旧 ４．８～５．１ ０．０２５

新 １１．６～１５．７ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市野佐来１３５番８から

同市野佐来２２９番５まで
平成１７年５月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市八多喜町甲１８８番３から

同町甲１８７番４まで

旧 １５．３～２５．３ ０．０６１

新 １５．３～２５．３ ０．０６１

〃 瀬田八多喜停車場線
大洲市八多喜町甲２２１番７から

同町甲２１２番６まで

旧 ８．６～１６．０ ０．０４４

新 ９．８～２２．４ ０．０４４

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市八多喜町甲１８８番３から

同町甲１８７番４まで
平成１７年５月２日

〃 瀬田八多喜停車場線
大洲市八多喜町甲２２１番７から

同町甲２１２番６まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線 南宇和郡愛南町高茂２番９
旧 ６．０～１２．０ ０．１２４

新 ２２．０～３０．０ ０．１２４

〃 〃 南宇和郡愛南町高茂２番９
旧 ６．５～１４．５ ０．１２９

新 ２２．５～３７．０ ０．１２９

〃 〃 南宇和郡愛南町武者泊６５３番２
旧 ６．０～１２．５ ０．０８１

新 ８．５～１３．５ ０．０８１

〃 〃 南宇和郡愛南町武者泊６５１番４
旧 ７．０～８．０ ０．０３０

新 ９．０～１０．０ ０．０３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線 南宇和郡愛南町高茂２番９ 平成１７年５月２日

〃 〃 南宇和郡愛南町高茂２番９ 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町武者泊６５３番２ 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町武者泊６５１番４ 〃

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号
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公 告

教育委員会告示

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年５月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県大気汚染常時監視システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県大気汚染常時監視システム（設置、調整及び保

守サービスを含む）一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年１月１日から３月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「レ

ンタル・リース」について平成１７年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者

で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県県民環境部環境局環境政策課地球環境係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３４９

� 入札書の受領期限

平成１７年６月１４日（火）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。

� 開札の日時及び場所

平成１７年６月１４日（火）午後２時

愛媛県庁第一別館５階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資

格確認申請書に、この公告に示した物品を納入できるこ

とを証明する書類を添付して、入札参加資格の確認を受

けなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Atmospheric Environmental Observation System
（including installation，adjustments，maintenance
services）

� Time limit of tender：２：００ P．M．，１４ June２００５
� For further information，please contact： Global
Environment office，Environmental Affairs Division，
Environmental Subdepartment，Public affairs and
Environmental Department， Ehime prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０，Japan TEL ＋８１―８９―９１２―２３４９

�愛媛県教育委員会告示第７号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１５条第２項の規定に

より、次のとおり博物館の登録を抹消した。

平成１７年５月２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

１ 登録を抹消した博物館

� 設置者の名称及び住所

愛媛県

愛 媛 県 報平成１７年５月２日 第１６５４号

５１７



任 免 辞 令

正 誤

松山市一番町四丁目４番地２

� 名称

愛媛県立歴史民俗資料館

� 所在地

松山市堀之内官有地

� 登録番号

第８号

� 博物館を廃止した年月日

平成１７年３月３１日

２ 抹消年月日

平成１７年４月２５日

�任免辞令
４月１６日

津 田 友 恵

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

水産試験場勤務を命ずる

�正 誤

平成１７年３月１８日付け第１６４２号愛媛県公営企業管理規程第

１号（愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程）中

ページ 箇 所 誤 正

３０１ 表中 セカンドオピニオン
外来科

セカンドオピニオン
外来料

平成１７年５月２日 印刷
平成１７年５月２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５１８
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